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工
事
額

記入するのは、
施主から直接
発注を受けた
元請工事だけ
です。

工事期間を記入。必ず工事の終
了時期が令和7年４月1日～令和
8年3月31日であること。

工事期間を記入。必ず工事の終
了時期が令和7年４月1日～令和
8年3月31日であること。

　工事現場の労災保険料は、令和７年度中に終了した元請工事の請負金額に、工事の種類ごとに定められ
た、下記の労務費率と保険率をかけて計算されます。

17
100

21
100

38
100

23
100

23
100

9
1000

23
100

9.5
1000

12
1000

6
1000

15
1000

1. 令和7年４月１日～令和8年３月31日までに終了した元請工事について内容をご記入ください。
2. 会社ゴム印・代表者印を押印の上、青色の返信用封筒にてご返送ください。

①上記記載例をご覧のうえ、
　令和7年４月１日～令和8年３月31日までに、終了した
　元請工事についてご記入ください。
②事業の種類が同一で、同じ月に終了した
　請負代金額が500万円未満の雑工事は、
　「◯◯工事他◯件」とまとめて記入が可能です。
③事業の種類が異なる工事がある場合は、
　一枚の報告書に複数の工事を記入せず、
　必ず同じ種類の工事ごと用紙をわけてご記入ください。
④請負金額が消費税を除き１億8000万円未満であること。

データをメールにて送信の場合は提出期限が

令和8年４月10日（金）となります。
詳しい内容は本誌の「裏表紙」をご確認ください。

4月3日（金）まで
書類提出/令和8年

請負代金から、消費税
を除いてください。

消費税を入れてしまった

おもな工事の事業の種類（工事開始日が令和6年４月１日以降のもの）

消費税

請負金額から、消費税
を除いてください。

※
P
9
を
参
考
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

事業の種類が同一の工事ごとに用紙をわけて記入

消費税を除いた請負金額を記入

〈手続の流れ〉

元請工事は、請負金額にかかわらず、どんな
小さな工事も記入しなければなりません。

500万円未満の工事は、
同一種類を月ごとにまと
めて記入できます。

雑工事を記入しなかった

この２部は確定保険料申告の際に、記載し、正  を提出する。

工事現場の所在地を記入。工事内容がわかるよう、
具体的に工事の名称を記入。

事業の名称 事業の期間事業場の所在地

7
7
7
7
7
7
8
8

4
10
6
10
11
11
2
2

1
31
1
31
1
30
1
20

他

イ+ロ-ハ の金額を記入

建設業
の　み

建設業
の　み

申告書

申告書

※メール提出時は必ずご入力ください。

※2枚ともゴム印、事業主印を押印し
　ご返送ください。 メール提出時は
　押印・原紙の送付不要です。

※2枚ともゴム印、事業主印を押印し
　ご返送ください。 メール提出時は
　押印・原紙の送付不要です。

P.9の「36」の事業の
種類に該当時のみ、裾
付けた機械装置の価格
を記入

A

A 元請工事記入欄

エレベーター

※元請工事について青枠内ご記入ください。元請工事がない場合は「元請工事なし」と
　ご記入ください。

※実際の作成では、事業の種類が異なる工事は、用紙をわけてご記入ください。


